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静岡県認定農業者メールマガジン
　「認定マガジン」第４５３号
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　静岡県の認定農業者のみなさん、こんにちは。 

　今回は、NOSAI静岡からのお知らせ｢園芸施設共済について｣をお届けします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
近年、豪雨災害や局地的な突風、台風の大型化など自然災害が激甚化して
おります。
農業用ハウスについては、農業者の努力だけでは被害を防ぎきれないケースも
想定され、ひとたび被災されると被害額も多額となります。
このようなリスクに対する事前の備えとして、園芸施設共済がございます。

●標準コース
築年数に応じて補償額（新築時の資産価値の80％～40％）を設定します。

●充実コース
標準コースに「復旧費用特約」「付保割合追加特約」を付加することで、
新築時の資産価値まで補償します。

園芸施設共済
https://www.nosai-shizuoka.or.jp/wp-content/uploads/2020/12/pamphlet_horticulture_revision.pdf

また、施設内の農作物については、自然災害だけでなく
・ケガや病気で収穫ができない
・新型コロナウイルスの影響で相場が下落した
など、さまざまなリスクに対応している収入保険もございます。

収入保険
https://www.nosai-shizuoka.or.jp/insurance/system/

園芸施設共済、収入保険のご相談はお近くのNOSAIまで！

■お問い合わせ　NOSAI静岡■
http://www.nosai-shizuoka.or.jp
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

====================================================
　認定マガジン第４５３号はいかがだったでしょうか。
これからも、皆さんが楽しめ、参考になる記事を配信して
いきたいと思います。
　また、バックナンバーも県ホームページに掲載しています。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/nougyo/ninteinougyousya.html

○今後配信の必要のない方は、お手数ですが下記宛に配信停
　止のご連絡をお願いします。
  その際は『認定マガジン』の配信停止である旨、ご記載願
　います。

○メールアドレスの変更等の場合は、認定マガジン配信先の
　変更希望と記載の上、新メールアドレス、旧メールアドレ
　ス、お名前を下記までお知らせ下さい。

  静岡県　経済産業部　農業ビジネス課　担い手育成班
  Ｅ-mail　 nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp
  ＴＥＬ　　054-221-2754



  ＦＡＸ　　054-221-3688
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